
今
月
よ
り
「
育
児
・

介
護
休
業
法
」
を
中

心
に
、
育
児
や
介
護

を
担
う
男
女
が
働
き

続
け
る
た
め
の
制
度

に
つ
い
て
紹
介
い
た

し
ま
す

育
児
・
介
護
休
業

法
は
、
正
式
に
は

「
育
児
休
業
、
介
護

休
業
等
育
児
又
は
家

族
介
護
を
行
う
労
働

者
の
福
祉
に
関
す
る

法
律
」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
法
律
は
、
育

児
や
家
族
の
介
護
を

行
う
労
働
者
に
対
し

て
仕
事
と
育
児
や
介

護
と
の
両
立
を
支
援

す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
事
業
主
に
対
し

て
適
切
な
対
応
を
義

務
付
け
て
い
ま
す
。

育
児
は
、
女
性
（
マ
マ
）
と
男

性
（
パ
パ
）
が
共
同
し
分
担
し
て

行
う
も
の
で
す
。
し
か
し
現
実
に

は
、
女
性
が
育
児
や
日
常
的
な
家

事
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

仕
事
と
の
両
立
が
困
難
と
な
り
、

や
む
な
く
退
職
し
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
育
児
や
日
常
的
な
家
事

を
積
極
的
に
担
っ
て
い
る
男
性
に

と
っ
て
も
、
従
来
か
ら
の
男
女
間

の
役
割
分
担
意
識
の
根
強
い
企
業

で
は
育
児
休
業
を
申
し
出
に
く
い

こ
と
か
ら
、
退
職
せ
ざ
る
を
得
な

い
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
平
成
二
十
二
年
に

育
児
休
業
制
度
を
改
正
し
、
男
性

も
育
児
に
参
加
で
き
る
働
き
方
を

実
現
で
き
る
よ
う
に
、
育
児
期
間

中
の
働
き
方
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

育
児
休
業
と
は
、
労
働
者
が
子

育
て
の
た
め
に
、
一
定
期
間
就
労

す
る
こ
と
を
免
除
さ
れ
て
休
業
す

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

育
児
休
業
期
間
は
、
原
則
と
し

て
子
が
一
歳
に
な
る
ま
で
で
す
が
、

女
性
（
マ
マ
）
と
男
性
（
パ
パ
）

が
と
も
に
育
児
休
業
す
る
場
合
は
、

一
歳
二
か
月
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

ま
た
保
育
園
へ
の
入
園
待
ち
等
の

理
由
で
あ
れ
ば
、
一
歳
六
か
月
ま

で
と
な
り
ま
す
。

《

図
表
参
照

》

次
回
は
、
働
く
女
性
を
保
護
す

る
各
種
制
度
に
つ
い
て
、
掲
載
い

た
し
ま
す
。
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育
児
は
共
同
・
分
担

そ
も
そ
も

「
育
児
休
業
」
っ
て
？
！

万
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

黙
っ
て
待
つ
だ
け
で
は
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

年
金
事
務
所
や
年
金
相
談

セ
ン
タ
ー
に

★

行
く
時
間
が
無
い
方

★

遠
く
て
行
け
な
い
方

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い

※
受
付
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

回
答
は
、
受
付
日
の
翌
々
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

メールでご相談の方

ＦＡＸでご相談の方

メールアドレス
k-fujita@k-fujita-sr.com

ＦＡＸ番号
075（571)8611

相
談
ご
希
望
の
方
は
、
連
絡

先
・
生
年
月
日
・
性
別
・
で
き

る
だ
け
具
体
的
な
相
談
内
容
を

記
載
の
上
、
左
記
の
方
法
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

お
客
様
の
個
人
情
報
は
、
弊

所
の
個
人
情
報
保
護
方
針
に
基

づ
き
厳
重
に
管
理
い
た
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
」

無
料
相
談
受
付
中

１才到達日 １才２ヵ月 １才６ヵ月子

原則の育休期間

パパ・ママとも育休した場合の育休期間

（パパ：「パパ休暇」を取得し、再度育児休業する場合は通算して１年が限度）

（ママ：出産日以後の産休期間を含んで通算１年が限度）

保育園の入園待ち等の理由がある場合の育休期間



官
公
庁
へ
届
け
出
た
書
類
や
社
内

で
の
連
絡
文
書
な
ど
が
増
え
続
け
、

保
管
場
所
に
苦
慮
さ
れ
て
い
る
事
業

主
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
る
程
度
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
書
類

を
廃
棄
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い

の
で
す
が
、
何
の
保
存
ル
ー
ル
も
な

く
む
や
み
に
廃
棄
し
て
し
ま
う
と
、

後
日
大
慌
て
を
す
る
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。

人
事
・
労
務
関
連
の
書
類
の
保
存

期
間
は
、
労
働
関
係
法
令
や
社
会
保

険
関
係
法
令
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

主
な
書
類
の
保
存
期
間
は
、
表
の

と
お
り
で
す
。
保
存
期
間
の
起
算
日

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
デ
ー
タ
で
の
長
期
保
存
も

可
能
で
す
が
、
文
書
管
理
規
定
な
ど

を
定
め
て
、
一
定
期
間
ご
と
に
整
理
・

廃
棄
し
て
い
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。従

業
員
の
個
人
情
報
も
顧
客
情
報

と
同
様
に
、
個
人
情
報
保
護
法
に
基

づ
い
て
適
切
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
社
内
に
保
存
さ
れ
て

い
る
文
書
に
は
、
給
与
や
健
康
状
態
、

従
業
員
の
家
族
に
関
す
る
情
報
な
ど

多
く
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
文
書
管
理
の
徹
底
を

図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
書
類
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、

社
内
の
ゴ
ミ
箱
な
ど
へ
安
易
に
捨
て

る
の
で
は
な
く
、
細
か
く
裁
断
さ
れ

る
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
を
使
用
す
る
、
信

頼
の
で
き
る
業
者
へ
委
託
す
る
、
な

ど
の
方
法
で
廃
棄
す
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

一
〇
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し
た
労

働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有
期
事

業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報
告

書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・
納

付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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医
療
費
支
出
が
増
加
す
る
一
方
、

保
険
料
収
入
の
基
礎
で
あ
る
賃
金

が
下
落
し
て
い
る
た
め
、
保
険
料

収
入
が
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
本
年
の
保
険
料
率
は
、

昨
年
よ
り
上
げ
幅
は
小
さ
い
と
は

い
え
、
健
康
保
険
料
で
〇
．
一
七

％
、
介
護
保
険
料
で
〇
．
〇
一
％

引
き
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

厚
労
省
が
年
金
受
給
の
救
済
措

置
と
し
て
今
年
一
月
か
ら
開
始
し

た
「
運
用
3
号
」
を
ご
存
知
で
す

か
。今

回
の
救
済
措
置
は
不
公
平
感

を
ぬ
ぐ
え
な
い
と
し
て
、
全
国
社

会
保
険
労
務
士
連
合
会
が
二
月

二
十
五
日
付
で
見
解
を
発
表
し
て

い
ま
す
。

厚
労
省
は
こ
の
救
済
措
置
を
再

検
討
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
が
、

こ
の
措
置
が
続
行
さ
れ
て
い
れ
ば

ま
す
ま
す
年
金
制
度
へ
の
信
頼
が

薄
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

三
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

健康保険料率

介護保険料率

平成23年3月分
(4月納付分)から

平成23年3月分
(4月納付分)

現行

現行

1.50％

9.50％

1.51％

9.33％

増
え
続
け
る
社
内
文
書

保
存
に
は
起
算
日
が
重
要

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
注
意

重要な人事に関する文書

労働組合との協定書

賃金台帳

文書名 起算日 法律
保存

期間

従業員の身元保証書

労働者名簿

災害補償に関する書類

誓約書などの種類

雇用保険の被保険者に
関する書類

雇入れ・解雇・退職に
関する書類

健康保険・厚生年金保険
に関する書類
（資格取得関係）

永久

3年
7年

5年

3年

３年

３年

３年

2年

法律等による保存年限はないが、文書の
性格上、永久保存が必要と考えられる

最後の記入をした日

作成日

完結の日

退職・死亡の日

死亡・退職・解雇の日

災害補償の終わった日

完結の日

労働基準法
国税通則法

雇用保険法
施行規則

身元保証二
関スル法律

労働基準法

労働基準法

労働基準法

健康保険法施行
規則、厚生年金
保険法施行規則


